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平成２４年度文化庁関係予算(案)の概要

～｢文化芸術立国｣の実現を目指して～

１．総 表

前 年 度 平 成 2 4 年 度 対 前 年 度

区 分 予 算 額 備 考

（ 当 初 ） 予 定 額 増 △ 減 額 伸 率

百万円 百万円 百万円 ％

文化庁関係予算 １０３，１２７ １０７，４４７ ４，３２０ ４．２

うち

復興特別会計 ０ ４，２４６ ４，２４６ ― 復興交付金計上分を含む

文 化 庁
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２．主 要 事 項 （単位：百万円）

前 年 度 ２ ４ 年 度 比 較
事 項 予 算 額 備 考

（ 当 初 ） 予 定 額 増△減額

Ⅰ 豊かな文化芸術の創造 12,553 14,520 1,967

と人材育成

１ 文化芸術創造活動への 6,119 8,507 2,388 １.舞台芸術創造力向上・発信プラン 4,713( 5,533)

効果的な支援

２.芸術祭・芸術選奨 338( 344)

３.地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ 3,215( 0)

【日本再生重点化措置】

４.国民文化祭 242( 242)

２ 芸術家等の人材育成 6,434 6,013 △ 421 １.文化芸術による次世代人材育成プロジェ 5,346( 5,740)

クト

２.新進芸術家の海外研修 419( 438)

３.若手映画作家等の育成 171( 178)

４.全国高等学校総合文化祭 77( 77)

Ⅱ かけがえのない文化財 43,732 45,742 2,011

の保存、活用及び継承等 （ － 4,246 4,246 うち【復興特別会計】）

１ 文化財の保存修理･防災 11,775 13,140 1,364 １.建造物の保存修理等 8,944( 9,430)

対策等の充実

２.美術工芸品の保存修理等 1,114( 1,119)

３.伝統的建造物群の保存修理等 1,002( 1,087)

４.指定文化財管理等 140( 140)

５.被災文化財の復旧 1,939( 0)

【復興特別会計】

２ 文化財の復元整備･活用・ 31,956 32,603 646 １.文化遺産を活かした観光振興・地域 5,811( 7,068)

継承等の推進 活性化事業

【一部 日本再生重点化措置】

２.名勝に関する総合調査事業 30( 20)

３.文化財の保護対策の検討等 130( 139)

４.鑑賞・体験機会等充実のための事業推進 361( 396)

５.国宝重要文化財等の買上げ 1,332( 2,187)
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（単位：百万円）

前 年 度 ２ ４ 年 度 比 較
事 項 予 算 額 備 考

（ 当 初 ） 予 定 額 増△減額

６.文化財管理及び保存活用等 758( 771)

７.記念物等の保存整備・活用等 6,784( 6,767)

８.無形文化財の伝承・公開 606( 606)

９.文化財保存技術の伝承等 375( 375)

10.史跡等の買上げ 14,107(13,626)

11.被災ミュージアム再興事業 507( 0)

【復興特別会計】

12.埋蔵文化財緊急発掘調査 1,800( 0)

【復興特別会計（東日本大震災復興交付金に計上）】

Ⅲ 我が国の多彩な文化芸

術の発信と国際文化交 41,140 42,693 1,553

流の推進

１ 優れた舞台芸術・メディア 4,770 3,775 △ 995 １.メディア芸術の振興 1,143( 1,467)

芸術等の戦略的発信

２.文化芸術の海外発信力の強化 848( 1,142)

３.日本映画の振興 807( 929)

４.芸術による国際交流活動への支援 866( 1,120)

５.文化芸術創造都市の推進 34( 35)

６.文化政策情報システムの運用等 79( 77)

２ 文化遺産保護等国際 394 403 10

協力の推進

３ 外国人に対する日本語 248 243 △ 5 １.日本語教育に関する調査及び調査研究 5( 11)

教育の推進

２.日本語教育研究協議会等の開催 2( 3)

３.条約難民及び第三国定住難民等に対する 32( 35)

日本語教育

４.「生活者としての外国人」のための日本 195( 195)

語教育事業

５.省庁連携日本語教育基盤整備事業 9( 4)
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（単位：百万円）

前 年 度 ２ ４ 年 度 比 較
事 項 予 算 額 備 考

（ 当 初 ） 予 定 額 増△減額

４ 文化発信を支える基盤 35,728 38,271 2,543 １.文化発信拠点の整備等 37,793(35,425)

の整備・充実 【一部 日本再生重点化措置】

２.文化関係資料のアーカイブの構築に関す 40( 40)

る調査研究

３.近現代建築資料等の収集・保存 150( 0)

４.著作権の保護 197( 181)

５.国語施策の充実 45( 26)

６.宗務行政の推進 44( 56)

※計数は、それぞれ単位未満を四捨五入しているため合致しないことがある。
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平成２４年度文化庁関係予算（案）におけるポイント

文化芸術創造活動に対する支援

○「地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ」事業の創設

地域の創意に基づく文化芸術創造活動への支援のため、その特性や実状にあ

わせた複数のメニューによる総合的な支援事業を創設

○文化芸術活動による「心の復興」事業の創設

被災地をはじめ各地における文化芸術活動や舞台芸術の鑑賞機会の確保によ

るアートセラピー効果を活用した「心の復興」のための取り組みを支援

（「地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ」事業の一部）

○日本版アーツカウンシル試行的導入の分野拡充

文化芸術活動への効果的な支援のため、専門家による審査、事後評価、調査

研究等の仕組みを一層充実（対象分野（２分野→４分野））

文化遺産を活かした観光振興・地域活性化

○伝統行事、伝統芸能の公開や後継者養成をはじめとする総合的な取り組みへの

支援を充実

○美術館・歴史博物館が中心となり、地域の文化遺産を活用した海外展の開催や

所蔵作品のデジタル化による海外発信の実施など国際発信拠点形成への支援メ

ニューを創設

文化芸術による地域の復興・再興

（東日本大震災からの復旧・復興対策）

○震災で被害を受けた国指定等文化財について、保存・修復等を行うための復旧

費を確実に措置

○被災した美術館・歴史博物館の資料の保全（修理、データベース化、臨時収蔵

場所の確保）や被災した館の資料を活用した展覧会など再興に要する経費への

支援事業の創設
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《 主 要 事 項 説 明 資 料》
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２ 芸術家等の人材育成 ･･･････････････････････････････････････ １０

Ⅱ かけがえのない文化財の保存、活用及び継承等

１ 文化財の保存修理・防災対策等の充実 ･･･････････････････････ １２

２ 文化財の復元整備・活用・継承等の推進 ･････････････････････ １４

Ⅲ 我が国の多彩な文化芸術の発信と国際文化交流の推進

１ 優れた舞台芸術・メディア芸術等の戦略的発信 ･･･････････････ １９

２ 文化遺産保護等国際協力の推進 ････････････････････････････ ２２

３ 外国人に対する日本語教育の推進 ･･･････････････････････････ ２３

４ 文化発信を支える基盤の整備・充実 ･････････････････････････ ２４

《参考資料》 ････････････････････････････････････････････････････ ２７
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（前 年 度 予 算 額 １２，５５３百万円)

Ⅰ 豊かな文化芸術の創造と 2 4 年 度 予 定 額 １４，５２０百万円

人材育成

豊かな芸術創造活動を生み出す環境を創出し、我が国の芸術水準と国際的評価を高め

るため、芸術団体等への効果的な支援を行うとともに、地域の魅力と活力を高める特色

ある文化芸術振興の取組を支援する。

また、次の世代の芸術家や観客たる創造性豊かな子どもの育成など、発想力に富んだ

強い人材を養成する取組を通じて、活力ある社会の基盤構築にも寄与する。

（前年度予算額 ６，１１９百万円)

１．文化芸術創造活動への効果的な支援 ２４年度予定額 ８，５０７百万円

○事業の概要

トップレベルの芸術団体や劇場・音楽堂による舞台芸術の創造発信を重点的に支援

するとともに、地域の魅力と活力を高める特色ある文化芸術振興の取組を支援する。

○事業の内容

（１）舞台芸術創造力向上・発信プラン ４，７１３百万円（ ５，５３３百万円）

トップレベルの芸術団体や劇場・音楽堂による舞台芸術の創造発信を重点的に支

援するとともに、地域の中核となる劇場・音楽堂からの創造発信を支援することに

より、我が国の舞台芸術水準の飛躍的向上を図り、その成果を広く国民が享受でき

る環境を醸成し、「文化芸術立国」の実現を目指す。

①トップレベルの芸術団体、劇場・ ３，６６３百万円（ ４，３６１百万円）

音楽堂からの創造発信

舞台芸術の水準を向上させる牽引力となっているトップレベルの芸術団体や劇

場・音楽堂に対して、その創造活動面へ重点化した支援を行うことにより、更なる

水準の伸張を図る。

支援対象：トップレベルの芸術団体（年間事業支援型）７７団体
（事業単位支援型）５６件

トップレベルの劇場・音楽堂 １０施設

②地域の中核となる劇場・音楽堂 ９６４百万円（ １，１２０百万円）

からの創造発信

支援対象：地域の中核となる劇場・音楽堂 ６１施設
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③日本版アーツカウンシルの試行的導入 ８６百万円（ ５２百万円）

文化芸術活動への支援策をより効果的かつ適切なものとするため、専門家を活用

した審査・評価等の仕組み（日本版アーツカウンシル）の本格的導入に向けた取組

を一層推進する。

対象分野：４分野（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能）

（２）芸術祭・芸術選奨 ３３８百万円（ ３４４百万円）

芸術の祭典として、舞台芸術の参加公演及び放送・レコード等の参加作品につい

て顕彰を行うとともに、音楽、演劇等の優れた舞台芸術の主催公演を実施する。ま

た、芸術各分野において優れた業績を上げた者又はその業績によってそれぞれの部

門に新生面を開いた者を選奨し、芸術活動の奨励と振興に資する。

（３）地域発・文化芸術創造発信 ３，２１５百万円（ 新 規 ）

イニシアチブ

≪日本再生重点化措置≫

地域の創意に基づく文化芸術創造活動への支援のため、各地域の特色や実状にあ

わせた総合的な支援を行う。

具体的には、文化芸術振興条例等の地域における明確な方針に基づく優れた創造

発信事業を支援する「文化芸術創造発信イニシアチブ事業」、被災地をはじめ各地域

において住民に「心の復興（明日への希望や活力）」をもたらすため、文化芸術活動

や鑑賞機会の提供によるアートセラピー効果を活用した「文化芸術による「心の復

興」事業」など複数のメニューにより地域の活性化を支援する。

支援対象：都道府県 １２事業、市区町村 １００事業

（４）国民文化祭 ２４２百万円（ ２４２百万円）

国民一般の各種の文化活動を全国的な規模で発表する場を提供し、顕彰等を実施

することにより、参加意欲の喚起、文化の創造の促進、地方文化の発展に資する。
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（前年度予算額 ６，４３４百万円)

２．芸術家等の人材育成 ２４年度予定額 ６，０１３百万円

○事業の概要

次の世代の芸術家や観客たる創造性豊かな子どもの育成など、発想力に富んだ強い

人材を養成する取組を通じて、活力ある社会の基盤構築に寄与する。

○事業の内容

（１）文化芸術による次世代人材育成 ５，３４６百万円（ ５，７４０百万円）

プロジェクト

分野や団体の枠を超えた指導・発表機会の提供など新進芸術家の戦略的な育成を

行う。また、一流の芸術団体・芸術家による子どもたちの文化芸術体験を通じ、将

来の芸術家の芽を育み、国民すべてが観客となる土壌をつくるとともに、創造力を

伸張し、自由な発想やひらめき・感性を備えた強い人材を育成する。

①次代の文化を創造する新進芸術家 ８４４百万円（ １，０００百万円）

育成事業

次代を担い、世界に通用する創造性豊かな新進芸術家を養成するため、分野や団

体の枠にとらわれず、国内外の芸術系大学や実力のある指導者等と協力して人材育

成プログラムを作成・実施するなど、国が主体となり戦略的な人材育成を行う。

②次代を担う子どもの文化芸術 ４，５０３百万円（ ４，７４０百万円）

体験事業

一流の芸術団体・芸術家による優れた文化芸術を子どもたちに提供する。

実施にあたっては鑑賞のみにとどまらず、参加体験や授業との連動などを通じて、

将来の芸術家の育成及び国民の芸術鑑賞能力の向上につなげるとともに、子ども

の発想力や対話協働能力を伸張する。

巡 回 公 演 数：１,３９３公演

芸術家派遣箇所数：２,４６４箇所

（２）新進芸術家の海外研修 ４１９百万円（ ４３８百万円）

美術、音楽、舞踊等の各分野の新進芸術家に対して、海外の大学や芸術団体等に

おける実践的な研修の場を提供する。

研修員数：９３人（一般、高校生）

研修期間：１年、２年、３年、８０日
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（３）若手映画作家等の育成 １７１百万円（ １７８百万円）

①短編映画作品支援による若手映画作家 １２０百万円（ １２８百万円）

の育成

②映画関係団体等の人材育成事業の支援 ５０百万円（ ５０百万円）

（４）全国高等学校総合文化祭 ７７百万円（ ７７百万円）

全国都道府県の高校生による文化部活動発表の場を提供し、顕彰等を実施するこ

とにより、創造活動水準の向上や相互交流を深めるとともに、参加生徒のみならず、

本文化祭を目指し全国の高校生が年間を通じて文化部活動に励む効果が得られる。
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（前 年 度 予 算 額 ４３，７３２百万円）

Ⅱ かけがえのない文化財の 2 4 年 度 予 定 額 ４５，７４２百万円
保存、活用及び継承等 【うち復 興 特 別 会 計 ４，２４６百万円】

我が国の歴史や文化等の正しい理解のために欠くことのできない文化財の保護のた

め、国宝・重要文化財等の計画的な保存修理や防災施設の整備等を実施するとともに、

東日本大震災により被災した文化財の復旧等を行うなど、文化財を次世代へと確実に

継承するための施策を講じる。

また、各地域に所在している文化財等について、国と地域の「たから」、価値ある

文化資源と捉え、その保存、公開、活用などの取組を推進する。

（前年度予算額 １１，７７５百万円)

１．文化財の保存修理・ ２４年度予定額 １３，１４０百万円

防災対策等の充実 【うち復興特別会計 １，９３９百万円】

○事業の概要

国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）や伝統的建造物群等の文化財の種別や

特性に応じた適切な周期による計画的な保存修理の実施や、これらの文化財を災害

等から護る防災施設整備など防災対策の充実により、適切な状態での文化財の保

存・継承を図る。

○事業の内容
（１）建造物の保存修理等 ８，９４４百万円（ ９，４３０百万円）

国宝・重要文化財（建造物）を適正に維持し、将来に伝えるための保存修理事業

（根本修理・維持修理等）や防災施設の整備事業等に対する補助を実施する。

①調査 ９百万円（ ９百万円）

②保存修理 ７，００９百万円（ ８，１４５百万円）

③防災施設等 １，９２７百万円（ １，２７６百万円）

（２）美術工芸品の保存修理等 １，１１４百万円（ １，１１９百万円）

国宝・重要文化財（美術工芸品）のうち、材質が脆弱な上に長い年月を経過し

て、風化、材質疲労等による損傷の進行が著しい状況におかれている文化財の修

理に対し補助を行うとともに、防災設備の整備にかかる補助を行う。
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①調査 ２２百万円（ ２２百万円）

②保存修理 ７０６百万円（ ７０６百万円）

③防災施設 １２５百万円（ １２５百万円）

④重要文化財等保存活用整備事業 ２６１百万円（ ２６１百万円）

⑤前年度限りの経費（防災ガイドブック等） ０百万円（ ５百万円）

（３）伝統的建造物群の保存修理等 １，００２百万円（ １，０８７百万円）

重要伝統的建造物群保存地区の歴史的な集落・町並みの特性を維持するための

保存修理・修景、防災施設の整備等に対し補助を行う。

①調査 １７百万円（ ２１百万円）

②保存修理 ８６７百万円（ ９３６百万円）

③防災施設等 １０６百万円（ １１７百万円）

④買上 １２百万円（ １２百万円）

（４）指定文化財管理等 １４０百万円（ １４０百万円）

（５）被災文化財の復旧 １，９３９百万円（ 新 規 ）

≪復興特別会計≫

東日本大震災では東北地方をはじめ各地域の文化財も甚大な被害を受けている。

国指定等文化財においても７００件を超える被害件数が都道府県より報告されて

おり、貴重な国民的財産である文化財を着実に後世へ継承するため、被災文化財

について早急に保存・修復等の措置を講ずる。

①建造物 １６７百万円（ 新 規 ）

②美術工芸品 １４百万円（ 新 規 ）

③記念物 １，４６２百万円（ 新 規 ）

④伝統的建造物群 ２８３百万円（ 新 規 ）

⑤民俗文化財 １３百万円（ 新 規 ）
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（前年度予算額 ３１，９５６百万円)

２．文化財の復元整備・活用・ ２４年度予定額 ３２，６０３百万円

継承等の推進 【うち復興特別会計 ２，３０７百万円】

○事業の概要

国宝・重要文化財や史跡等を適切に保存し、その活用を図るため、保存整備、買

上げ、鑑賞・体験機会の充実等の事業を一層推進する。

また、各地域に所在している文化財等について、国と地域の「たから」、価値あ

る文化資源と捉え、地域の振興・活性化に活用するなどの取組を推進する。

○事業の内容
（１）文化遺産を活かした観光振興・

地域活性化事業 ５，８１１百万円（ ７，０６８百万円）

≪一部日本再生重点化措置≫

日本各地の「たから」である多様で豊かな文化遺産を活用し、伝統行事・伝統

芸能の公開や後継者養成、重要文化財等の公開活用や史跡等の復元・公開など、

それぞれの地域の特性に即した総合的な取組の支援を推進する。

加えて、美術館、博物館が中心となり、地域の文化遺産を活用した海外展の開

催や所蔵作品等のデジタルデータ化による海外発信の実施など国際発信拠点形成

への支援を新たに行う。

①地域の伝統文化を活かした観光 ３，９５０百万円（ ３，２００百万円）

振興・地域活性化事業

支援対象：６２０件

②史跡等の復元・公開活用による １，８４０百万円（ ３，８４０百万円）

観光振興・地域活性化事業

支援対象：１６０件

③審査経費等 ２１百万円（ ２８百万円）

（２）名勝に関する総合調査事業 ３０百万円（ ２０百万円）

全国に所在する未指定の名勝地のうち、自然的な名勝地と近代以前の人文的な

名勝地（庭園・公園等）について所在状況調査を実施するとともに、緊急に保護

すべき特定の名勝地について詳細調査を実施する。

（３）文化財の保護対策の検討等 １３０百万円（ １３９百万円）

①無形文化財「わざ」の理解促進事業 １０４百万円（ １０５百万円）
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②美術工芸品収蔵施設等における ８百万円（ 新 規 ）

環境対策の推進

文化財（美術工芸品）のより安全な保存・管理環境を確保するために、集中豪

雨に伴う土砂災害等および自然環境の変化による被害を防ぐための課題を析出し

たうえで、適切な防災設備、保存（活用）施設等の設計及び管理の指針を構築す

る。

③防災に関する研修会 １百万円（ 新 規 ）

文化財の盗難事件等の事例報告や有効な防災対策、国庫補助事業の説明などを

内容とした所有者等への研修会を実施することで、防犯・防災対策や補助金事業

への理解を深める。

④重要文化財（建造物）所有者診断 １２百万円（ １２百万円）

支援事業

⑤「歴史文化基本構想」普及促進事業 ６百万円（ １５百万円）

⑥ 前年度限りの経費（美術工芸品に

関する防災・防犯施設整備等の推進） ０百万円（ ７百万円）

（４）鑑賞・体験機会等充実のための事業 ３６１百万円（ ３９６百万円）

推進

①文化遺産オンライン構想の推進 ５１百万円（ ６１百万円）

②無形文化財等公開活用等事業 ２８百万円（ ２８百万円）

③「国民のたから」鑑賞機会の充実等 ４６百万円（ １１０百万円）

④発掘された日本列島展 ２２百万円（ ２２百万円）

⑤世界遺産普及活用事業 ７４百万円（ １０８百万円）

⑥世界遺産戦略強化事業 ９１百万円（ 新 規 ）

世界遺産条約４０周年記念最終会合の国内開催及び我が国における世界遺産条

約発効２０周年記念事業の実施等を通じて、世界遺産に関する取組のこれまでの

成果や保全管理についての課題等を明らかにし、国内の意識醸成及び海外への発

信等を行うとともに、国際機関等（ユネスコ、イコモス等）との交流を通じて、

我が国の世界遺産政策の戦略強化を図る。
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⑦伝統音楽等の普及促進支援事業 ３５百万円（ ５０百万円）

⑧ＮＰＯ等による文化財建造物の １４百万円（ １６百万円）

管理活用の推進事業

（５）国宝重要文化財等の買上げ １，３３２百万円（ ２，１８７百万円）

国民の財産である文化財の散逸・滅失を未然に防ぐとともに、国民の鑑賞機会

の充実を図るため、国による適切な保存・活用が必要な国宝・重要文化財等の買

上げを実施する。

（６）文化財管理及び保存活用等 ７５８百万円（ ７７１百万円）

①国有美術工芸品保存修理 ７２百万円（ ７２百万円）

②平城宮跡等管理 ２５８百万円（ ２５８百万円）

③平城及び飛鳥・藤原宮跡等買上 ２０百万円（ ２０百万円）

事務費

④高松塚古墳壁画保存・活用の推進 ２３０百万円（ ２４３百万円）

国宝高松塚古墳壁画の保存は、石室を解体して壁画を修理する保存方針に基づ

き、石室解体後は修理施設において壁画の保存修理作業等を実施しており、引き

続き壁画の保存修理作業や壁画の保存・活用のための調査検討、修理施設内での

壁画の公開等を実施する。

⑤キトラ古墳保存修理等 １７８百万円（ １７８百万円）

我が国の歴史を理解する上で極めて高い価値を有する特別史跡キトラ古墳の恒

久的な保存と確実な継承を推進するため、取り外した壁画の本格的な保存修理、

微生物対策、古墳及び周辺整備や壁画の保存管理施設の実施設計、キトラ古墳の

情報を広く一般に公開する事業のほか、保存施設の維持管理等を行う。

（７）記念物等の保存整備・活用等 ６，７８４百万円（ ６，７６７百万円）

歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存と活用を図るための事業を行

う所有者、管理団体又は地方公共団体に対し、補助を行う。また、天然記念物の

生態、分布等調査、食害対策、史跡等の保存管理計画策定、発掘調査などの事業

を行う地方公共団体に対し補助を行う。



- 17 -

①調査 ２８百万円（ １５百万円）

②史跡等保存管理計画策定 ９０百万円（ ９０百万円）

③保存整備 ３，２２０百万円（ ３，２１１百万円）

④天然記念物再生事業 １２０百万円（ １００百万円）

⑤天然記念物食害対策 ２２２百万円（ ２２２百万円）

⑥重要文化的景観保護推進事業 １７５百万円（ ２００百万円）

⑦発掘調査等 ２，９２９百万円（ ２，９２９百万円）

（８）無形文化財の伝承・公開 ６０６百万円（ ６０６百万円）

①無形文化財伝承 ５６０百万円（ ５６０百万円）

②無形文化財公開 ４６百万円（ ４６百万円）

（９）文化財保存技術の伝承等 ３７５百万円（ ３７５百万円）

①文化財保存技術団体補助 ２５５百万円（ ２５５百万円）

②文化財保存技術個人補助 ５９百万円（ ５９百万円）

③ふるさと文化財の森構想 ３０百万円（ ３０百万円）

（資材採取等研修）

④ふるさと文化財の森システム推進事業 ３１百万円（ ３１百万円）

（１０）史跡等の買上げ １４，１０７百万円（１３，６２６百万円）

史跡、名勝、天然記念物は一定の地域的広がりを持つ文化財であり、その保

存は都市化の進展や開発に伴い危機に瀕しつつある。このため、貴重な史跡等

を国民共有の財産として大切に保存し、その後の整備・活用に対応することを

目的として、地方公共団体が緊急に史跡等を公有化する事業に対する補助を行

う。
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（１１）被災ミュージアム再興事業 ５０７百万円（ 新 規 ）

≪復興特別会計≫

東日本大震災で被災した博物館資料の修理、修理した資料の整理・データ

ベース化、応急措置を施した資料を収蔵する場所の確保、復興に向けた各種事

業や被災した館の資料を活用した展覧会の実施等に必要な経費を支援する。

（１２）埋蔵文化財緊急発掘調査 １，８００百万円（ 新 規 ）

≪復興特別会計（東日本大震災復興交付金に計上）≫

国や地域の豊かな歴史・文化を生き生きと物語る国民の共有財産である埋蔵

文化財は、発掘調査することによりその地域の歴史を明らかにすることが可能

となり、文字には記すことができない「無言の歴史」を後世に伝える重要な素

材である。東日本大震災被災地の速やかな復興を支えるため、迅速な発掘調査

が可能となるよう弾力的な措置を講ずるとともに、発掘調査及び体制の整備等

に必要な経費を支援する。
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(前 年 度 予 算 額 ４１，１４０百万円)

Ⅲ 我が国の多彩な文化芸 2 4 年 度 予 定 額 ４２，６９３百万円

術の発信と国際文化交

流の推進

我が国の多彩な文化芸術をより積極的に国内外へ発信するとともに、文化芸術各分

野における国際文化交流を推進する。これらにより、国内の文化芸術水準の向上を図

ると同時に、我が国の強みであるメディア芸術など「クール・ジャパン」の国内外へ

の戦略的展開に寄与する。

また、我が国の顔となる国立美術館・博物館等の国立文化施設の整備・充実を通じ

て、文化発信の国内基盤強化及び国民の鑑賞機会充実を図るほか、文化遺産保護等の

国際協力や外国人に対する日本語教育体制の連携強化等を行う。

(前年度予算額 ４，７７０百万円)

１．優れた舞台芸術・メディア ２４年度予定額 ３，７７５百万円

芸術等の戦略的発信

○事業の概要

舞台芸術・メディア芸術の海外発信や若手クリエイター支援など「ソフト支援」

「ヒューマン支援」に取り組むとともに、東アジア各国との文化交流・人的交流の

推進や外国人芸術家が滞在する創造活動の拠点形成を支援するなど、文化芸術の国

内外への発信を戦略的に行う。

○事業の内容

（１）メディア芸術の振興 １，１４３百万円（ １，４６７百万円）

①メディア芸術の創造・発信 ８７０百万円（ １，１５９百万円）

ア．メディア芸術祭等事業 ３７７百万円（ ５５３百万円）

イ．メディア芸術デジタルアーカイブ ２０８百万円（ ２２８百万円）

ウ．メディア芸術情報拠点・ １５７百万円（ ２１７百万円）

コンソーシアム構築事業
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エ．アニメーション映画製作支援事業 １２９百万円（ １６２百万円）

②メディア芸術の人材育成 ２７２百万円（ ３０８百万円）

ア．メディア芸術クリエイター育成 ４１百万円（ ６７百万円）

支援事業

イ．若手アニメーター等人材育成事業 ２１５百万円（ ２１５百万円）

ウ．海外メディア芸術クリエイター等 １６百万円（ ２６百万円）

招へい事業

（２）文化芸術の海外発信力の強化 ８４８百万円（ １，１４２百万円）

東アジア各国との文化交流・人的交流の一層の発展を図るため、「東アジア文

化交流推進プロジェクト」を実施するほか、国際芸術フェスティバル開催や外国

人芸術家が滞在する創造活動拠点形成の支援等を行い、文化芸術の国際発信力の

強化を図る。

①東アジア文化交流推進プロジェクト １０６百万円（ 新 規 ）

事業

東アジア諸国の文化人、芸術家等が一堂に会する「東アジア共生会議」、日中

韓三ヶ国内で「東アジア共生文化都市」を定めて様々な文化・芸術活動を開催す

るための準備事業を実施する。

②国際芸術フェスティバル支援事業 ８０百万円（ ３００百万円）

③文化芸術の海外発信拠点形成事業 １４５百万円（ １６１百万円）

④国際文化ネットワークの構築及び ２３百万円（ ２４百万円）

文化多様性の保護・促進への対応

⑤芸術家・文化人等による文化発信推進 ７６百万円（ ８３百万円）

事業－文化庁「文化交流使」の派遣等－

⑥国際文化交流・協力推進事業 ２６９百万円（ ３５０百万円）
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⑦現代日本文学翻訳・普及事業 １４８百万円（ １７３百万円）

⑧前年度限りの経費（東アジア文化芸術 ０百万円（ ５１百万円）

会議の開催）

（３）日本映画の振興 ８０７百万円（ ９２９百万円）

①日本映画製作支援事業 ６２９百万円（ ７１２百万円）

②ロケーションに係るデータベースの １７百万円（ １８百万円）

運営

③文化映画賞 １１百万円（ １１百万円）

④海外映画祭への出品等支援 ７２百万円（ ７２百万円）

⑤全国映画会議 ２１百万円（ ２２百万円）

⑥アジアにおける日本映画特集上映 ３２百万円（ ５８百万円）

事業

⑦「日本映画情報システム」の整備 ２６百万円（ ３７百万円）

（４）芸術による国際交流活動への支援 ８６６百万円（ １，１２０百万円）

（５）文化芸術創造都市の推進 ３４百万円（ ３５百万円）

（６）文化政策情報システムの運用等 ７９百万円（ ７７百万円）
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（前年度予算額 ３９４百万円）

２．文化遺産保護等国際協力の推進 ２４年度予定額 ４０３百万円

○事業の概要

「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律」及び「無形文化遺

産保護条約」に基づき、有形・無形の文化遺産に対する国際協力を推進することにより、

世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、我が国の専門家の活躍の場を広げ、

その知識・技術を向上させ、経験をさらに蓄積させていくことにより、我が国の国際的

地位の向上に資する。

○事業の内容

（１）国際文化財保護協力機関連携推進 ８百万円（ ８百万円）

事業

（２）文化財保存修復研究国際センター ５２百万円（ ７４百万円）

分担金

（３）文化遺産保護国際貢献事業 １８４百万円（ １９８百万円）

緊急的な専門家の派遣・招へい、文化遺産国際協力拠点交流事業等の人的協力

事業、無形文化遺産保護に係る研修事業、国際会議開催、文化遺産における効果

的・効率的な国際協力のための文化遺産国際協力コンソーシアム運営等に加え、

各国の文化財保護支援体制等に関する調査研究を実施する。

（４）アジア太平洋地域世界遺産等文化財 ５１百万円（ ５３百万円）

保護協力推進事業

（５）戦略的二国間文化遺産国際交流推進事業 １６百万円（ ２４百万円）

（６）文化財の海外交流・協力の推進 ８７百万円（ ２６百万円）

（７）アジア諸国文化財の保存修復等協力事業 ６百万円（ ７百万円）

（８）前年度限りの経費（アジアの博物館・ ０百万円（ ４百万円）

美術館交流事業）
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（前年度予算額 ２４８百万円)

３．外国人に対する日本語教育の推進 ２４年度予定額 ２４３百万円

○事業の概要

我が国に居住する外国人にとって、日本語がわからないことから生じる様々な社会問

題を解消し、外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるように日本

語教育を推進する。

○事業の内容

（１）日本語教育に関する調査及び調査研究 ５百万円（ １１百万円）

（２）日本語教育研究協議会等の開催 ２百万円（ ３百万円）

（３）条約難民及び第三国定住難民等に ３２百万円（ ３５百万円）

対する日本語教育

（４）「生活者としての外国人」のための １９５百万円（ １９５百万円）

日本語教育事業

文化庁で取りまとめた標準的カリキュラム案やガイドブック等を踏まえた日本

語教育プログラム（日本語教室の設置、人材の育成等）を実施するとともに、地

域日本語教育コーディネーター研修を強化する。加えて、日本語教育の総合的な

推進を図るため、各地域における関係者との連携を強化した取組を進めるととも

に、実践的な調査研究を実施する。

（５）省庁連携日本語教育基盤整備事業 ９百万円（ ４百万円）

日本語教育に関する関係府省や日本語教育関係機関等を参集した会議の開催等

を通じて、日本語教育に関する情報交換や課題等の整理を行うとともに、政府内

外の機関等が持つ日本語教育関係の各種コンテンツについて情報を集約し、横断

的に利用できるシステムを整備する。
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(前年度予算額 ３５，７２８百万円)

４．文化発信を支える基盤の ２４年度予定額 ３８，２７１百万円

整備・充実

○事業の概要

我が国の文化施設等の中核的拠点であり、日本の顔となる国立美術館・博物館等の国

立文化施設の整備等による基盤強化を通じて、文化発信力の強化と国民の鑑賞機会の充

実を図る。

○事業の内容

（１）文化発信拠点の整備等 ３７，７９３百万円（３５，４２５百万円）

①独立行政法人国立美術館 ７，７８４百万円（ ５，９７３百万円）

運営費交付金

≪一部日本再生重点化措置≫

②独立行政法人国立美術館 ５，３４７百万円（ ６，０６３百万円）

施設整備費

ア．京都国立近代美術館 ４０百万円（ 新 規 ）

電気設備等更新工事

京都国立近代美術館の観覧者及び収蔵美術作品の安全を確保するため、老

朽化した電気設備等を更新する。３年計画の初年度は設計等を行う。

イ．国立新美術館土地購入費 ５，１００百万円（ ５，６３５百万円 ）

ウ．東京国立近代美術館本館 ２０７百万円（ 新 規 ）

展示室・収蔵庫空調機更新工事

東京国立近代美術館本館展示室及び収蔵庫系統の空調機が経年劣化し、

故障が発生しているため、これらを更新する。

エ．前年度限りの経費 ０百万円（ ４２８百万円）

（京都国立近代美術館空気調和設備改修工事）

③独立行政法人日本芸術文化振興会 １０，０６２百万円（１０，２４４百万円）

運営費交付金
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④独立行政法人日本芸術文化振興会 １１４百万円（ ４１２百万円）

施設整備費

ア．国立劇場おきなわ土地購入費 ５７百万円（ ４１２百万円）

イ．新国立劇場エスカレーター設置工事 ５８百万円（ 新 規 ）

≪日本再生重点化措置≫

高齢者、障害者等を含め全ての観劇者に快適な観劇環境を提供し、同劇場

を一層活用するため、エスカレーターを設置する。

⑤独立行政法人国立文化財機構 ７，６０２百万円（ ７，９４１百万円）

運営費交付金

⑥独立行政法人国立文化財機構 ６，８８４百万円（ ４，７９２百万円）

施設整備費

ア．京都国立博物館平常展示館 ５，０５０百万円（ ４，７９２百万円）

緊急建替工事

平成１９年度から６年計画で整備を進めている京都国立博物館の｢平常展示

館｣の建替について、平成２４年度は本体工事及び関連工事の一部等を行う。

イ．奈良文化財研究所本庁舎建替工事 ２０百万円（ 新 規 ）

老朽化及び狭隘化の著しい奈良文化財研究所本庁舎の建替工事を実施する。

５年計画の初年度である平成２４年度は設計を行う。

ウ．東京国立博物館黒田記念館 ６１４百万円（ 新 規 ）

耐震補強改修等

観覧者の安全・安心及び文化財の安全を確保するため、同館の耐震改修・

傾斜補正等工事を行う。

エ．奈良国立博物館防災設備等改修 １，１４１百万円（ 新 規 ）

奈良国立博物館の収蔵庫消火設備のガス式消火設備への改修工事等を行う。

オ．東京国立博物館表慶館 ５９百万円（ 新 規 ）

バリアフリー化工事

≪日本再生重点化措置≫

高齢者、障害者等を含め全ての観覧者に快適な観覧環境を提供し、同館を

一層活用するため、エレベーター及びトイレ等を設置する。

（２）文化関係資料のアーカイブの構築 ４０百万円（ ４０百万円）

に関する調査研究
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（３）近現代建築資料等の収集・保存 １５０百万円（ 新 規 ）

世界的に著名な我が国の近現代建築家による図面等の海外流出や散逸を防ぐた

め、国において緊急に保護が必要な資料の収集・保存等のための施設に必要とな

る設備整備、運営準備及び調査等を行う。

（４）著作権の保護 １９８百万円（ １８１百万円）

デジタル化、ネットワーク化の進展など様々な課題に対応するために必要な著

作権法の適切な運用、著作権制度の改善、普及啓発及び国際的調和を図るための

資料・教材作成、調査研究、各種講習会・セミナー、各国との協議・能力構築支

援等を行う。

（５）国語施策の充実 ４５百万円（ ２６百万円）

国語に関する実態調査、国語問題研究協議会等の開催、東日本大震災の被災地

域における方言を含む危機的な状況にある言語・方言の活性化・調査研究事業、

国語施策情報システムの更新事業を実施し、国語施策の充実を図る。

（６）宗務行政の推進 ４４百万円（ ５６百万円）

経常的に必要な認証等の事務処理、不活動宗教法人の整理を促進するための対

策、宗教法人等に対する研修会等を実施するとともに、宗教事情に係る調査及び

資料収集を実施し、宗務行政の適正な推進を図る。
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《参考資料》



24年度予定額14,520百万円 

（前年度予算額  12,553百万円） 

 

 

  
 ■舞台芸術創造力向上・発信プラン 

                        （4,713百万円） 
    ●トップレベルの芸術団体、劇場・音楽堂による舞台 

 芸術の創造発信を重点的に支援           
   ●地域の中核となる劇場・音楽堂の創造発信を支援 
     ●日本版アーツカウンシルの試行的導入 

 
 ■地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ                          

  《日本再生重点化措置》       （3,215百万円） 
   ●地域の創意に基づく文化芸術創造活動への支援のため、 
      各地域の特色や実状にあわせた総合的な支援を行う。 

                           （12都道府県、100市区町村） 

 

 ■芸術祭・芸術選奨（338百万円） 

 
 ■国民文化祭（242百万円） 

  

 
 

 
  ■文化芸術による次世代人材育成プロジェクト       
               （5,346百万円） 
    ●次代の文化を創造する若手クリエイター育成や分野 

 の枠を超えた育成公演など戦略的な新進芸術家の育 
 成 

    ●一流の文化芸術団体や芸術家を活用した創造性豊か 
 な子どもの育成への取組 

 
 

  ■新進芸術家の海外研修（419百万円） 

 
 
  ■若手映画作家等の育成（171百万円）  
 
 
  ■全国高等学校総合文化祭（77百万円） 

 

文化芸術創造活動への効果的な支援 

8,507百万円（6,119百万円） 

芸術家等の人材育成 

   6,013百万円（6,434百万円） 

 世界に対して我が国の文化芸術を発信していけるような芸術水準の高い舞台芸術の創造活動を重点的に支援することにより、

我が国の芸術文化基盤の飛躍的向上を図る。また、グローバルに活躍する若手クリエイターや新進芸術家、創造性豊かな子ども

の育成など未来への先行投資により「強い人材」の実現を図り、文化芸術による創造的な産業育成と新たな雇用を創出する。 

 

 

豊かな文化芸術の創造と人材育成 



【対 象】 
（１）トップレベルの芸術団体、劇場・音楽堂からの創造発信 
    
 ①舞台芸術の水準を向上させる牽引力となっているトップレベルの芸術 
  団体が行う舞台芸術の創造活動（７７団体） 
     
      
 ②舞台芸術の水準を向上させる牽引力となっているトップレベルの劇場・ 
  音楽堂が芸術関係者等とともに行う舞台芸術の創造活動（１０施設程度） 
  
（２）地域の中核となる劇場・音楽堂からの創造発信 
  地域の舞台芸術の振興を牽引する劇場・音楽堂が中心となり、地域住民や芸術関係者等とともに取り組む 
  舞台芸術の創造発信活動（61施設程度） 
   
【支援方法】 
 １事業単位又は一定期間を見越して事業が実施できるよう、年間の優れた活動を継続的に支援。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

目的：トップレベルの芸術団体・劇場・音楽堂による舞台芸術の創造発信を重点的に支援するとともに、地域の中核となる 
   劇場・音楽堂からの創造発信を支援することにより、我が国の舞台芸術水準の飛躍的向上を図り、その成果を広く国 
   民が享受できる環境を醸成し、「文化芸術立国」の推進に資する。 

舞台芸術創造力向上・発信プラン 

平成2４年度予定額    ４，７１３百万円 

日本版アーツカウンシルの試行的導入                      平成2４年度予定額 ８６百万円 

 文化芸術活動への支援策をより効果的なものとするため、専門家を活用した審査・評価等の仕組み（日本版アーツカウン

シル）の本格的導入に向けた取組を一層推進する。 

【対象分野】 ４分野（音楽、舞踊、演劇、伝統芸能・大衆芸能） 

【事業内容例】 

 ①事業に係る基本的な方向性の提示、②専門家を活用した審査の実施、③審査結果の公表等、 
 ④事後評価の実施、⑤調査研究の実施、⑥事業の検証及び改善等 

（前 年 度 予 算 額   ５，5３3百万円） 

平成2４年度予定額 ４，６２６百万円 



地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ 

平成２４年度予定額：３，２１５百万円（新規） 
  

   ◇文化芸術創造発信イニシアチブ事業 

     ○将来、我が国を代表するような音楽祭や演劇祭の開催 
     ○国際的な絵画や写真コンテストによる地域の再興事業 
     ○オーケストラや劇団によるセミナーやワークショップ開催による人材育成事業  など 

   ◇文化芸術による「心の復興」事業 

     被災地の県及び市町村が企画する舞台芸術の鑑賞等によるアートセラピー効果を活用した「心の復興」を図る事業 

   ◇メディア芸術地域活性化事業 

     国内外へのメディア芸術発信拠点を形成するため、地域が実施するメディア芸術振興のための事業  

   ◇新国立劇場を活用した現代舞台芸術の普及事業 

     新国立劇場が制作する公演を活用した地域での舞台芸術鑑賞事業 

   ◇高校生優秀文化団体国際大会派遣事業 

     高校生主体の文化団体、高等学校のサークルが海外の国際コンクール等に参加するための支援 
 

都道府県、市町村が以下のメニューを活用し、プロジェクトを策定 

 優れた文化芸術の創造発信事業を積極的に支援し、各地域の特性を活かした地域文化の再生
やコミュニティの再構築などにより、地域活性化を推進する。 

○地域の特性や実状を踏まえ、活性化が期待できる内容 

○新たに地域文化が創造され、コミュニティや 地域文化の再構築につながる内容 

○文化芸術振興条例、文化振興指針、文化振興プラン、文化振興ビジョン等の明確な方針に基づく内容 

プロジェクト視点 

次世代への地域文化の継承、発信 

 支 援 

文化活動を通じての地域のコミュニティの再生やネット
ワークづくり 

観光振興や産業、地域経済への波及 

文 

化 

庁 



平成２４年度予定額   ５，３４６百万円 

 次代の文化を創造する新進芸術家育成事業  

 次代を担い、世界に通用する創造性豊かな新進芸術家
を養成するため、分野や団体の枠にとらわれず、国内外の
芸術系大学や実力のある指導者等と協力して人材育成プ
ログラムを作成・実施し、国として戦略的に人材を育成する。 

     ８４４百万円      

 次代を担う子どもの文化芸術体験事業 

 子ども達に優れた文化芸術を単に鑑賞させるだけではなく、

参加体験や授業との連動などを通じて、将来の芸術家の育

成や国民の芸術鑑賞能力の向上につなげるとともに、子ど

もの発想力や対話協働能力を育成する。 

     ４，５０３百万円 

 分野や団体の枠を超えた指導・発表機会の提供など新進芸術家の戦略的な育成や、一流の芸術団体・芸術家
による、子どもたちの文化芸術体験を通じ、将来の芸術家の芽を育み、国民すべてが観客となる土壌をつくる
とともに、創造力を育成し、自由な発想やひらめき・感性を備えた強い人材の育成を実現する。 

 

－「強い人材」の実現を目指して－ 

文化芸術による次世代人材育成プロジェクト 

 【特徴】 

  芸術家（供給サイド）と学校（需要サイド）を効果的につなぐため、

国と地域のＮＰＯ法人などと連携しながら実施 

 【特徴】 

  国が主体となって、分野や団体の枠を超えて世界的な芸術家な

どから指導を得る機会や発表の場を提供 



かけがえのない文化財の保存、活用及び継承等 
２４年度予定額 ４５，７４２百万円 （前年度 ４３，７３２百万円） 

◆文化財の保存修理・防災対策等の推進 

国宝・重要文化財等を保存していくためには、適切な周期で修理を繰り返すことが
必要であることから、計画的な修理を実施するため保存修理事業を推進する。  

13,140百万円 

 また、大規模自然災害や火災、盗難等による文化財への被害が相次いでいるこ
とから、国宝・重要文化財等を災害や盗難の被害から守るための防災施設整備等
を引き続き推進する。  

国宝・重要文化財や史跡等を適切に保護し、その活用を図るため、保存整備、
買上げ、鑑賞・体験機会の充実等の事業を一層推進する。  

◆文化財の復元整備・活用・継承等の推進  32,603百万円 

主な重点施策 

文化財愛護シンボルマーク 

文化財は、わが国の歴史や文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、
かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものである。 

重要文化財の指定等 

国の指定、選定、 

登録文化財の数 

25,330件 
（平成23年12月1日現在） 

指定等された 

文化財の管理 

防災・防犯設備の設
置などに対する国の
補助 

指定等された 

文化財の保存修理等 

重要文化財等の保存
修理などに対する国の
補助 

指定等された 

文化財の活用 

史跡等の保存整備、重要
文化財等の買上げ、鑑
賞・体験機会の充実等 

次世代へ
の継承 



文化財の保存修理・防災対策等の充実 
２４年度予定額 １３，１４０百万円 （前年度 １１，７７５百万円） 

経年により破損が進行している国宝・重要文化財（建造物）を適切に保存するための保存修理事業
に対する補助を行う。また、自然災害等から国宝・重要文化財（建造物）を護るための防災施設等
の整備事業や、耐震診断事業等に対する補助を行う。 

8,944百万円 

◆美術工芸品の保存修理等 

主な施策 

文化財愛護シンボルマーク 

計画的な文化財の保存修理及び防災・防犯設備等の整備の実施により、確実に文化財
を次世代に継承する。 

国宝薬師寺東塔保存修理
（奈良県奈良市）  

  1,114百万円 

国宝・重要文化財（美術工芸品）のうち、材質が脆弱な上に長い年月を経過して、風化、材質疲労
等による損傷の進行が著しい状況におかれている文化財の修理事業や防災設備整備事業等に対
する補助を行う。 

◆伝統的建造物群の保存修理等   1,002百万円 

重要伝統的建造物群保存地区の歴史的な集落・町並みの特性を維持するための保存修理・
修景を促進する。また、木造建造物が密集した地域では火災延焼の危険性が高いため、防
災施設の整備等に対し補助を行う。 亀山市関宿伝統的建造物群保存地区

（三重県亀山市）  

◆建造物の保存修理等 

国宝 赤糸威鎧（春日大社）の補強作業風景  



文化財の復元整備・活用・継承等の推進 
２４年度予定額 ３２，６０３百万円 （前年度 ３１，９５６百万円） 

◆記念物等の保存整備・活用等 
歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存と活用を図るための事業に対し補助を行う。また、
天然記念物の生態、分布調査、食害対策、史跡等の保存管理計画策定、発掘調査等の事業にも
補助を行う。  

 6,784百万円 

◆国宝重要文化財等の買上げ 

主な施策 

文化財愛護シンボルマーク 

文化財の所有者等が、貴重な国民的財産である文化財を大切に保存するとともに、公
開等その文化的活用に努めることを推進する。 

史跡「平戸和蘭商館跡」 
建物復元整備（長崎県平戸市）   

  1,332百万円 

国民の財産である文化財の散逸・滅失を未然に防ぐとともに、国民の鑑賞機会の充実を図るため、
国による適切な保存・活用が必要な国宝・重要文化財等の買上げを実施する。 

◆無形文化財及び文化財保存技術の確実な伝承 

   982百万円 

  

重要文化財 続本朝往生伝 
（平成22年度購入文化財）  

選定保存技術「蒔絵筆製作」保持者 

村田重行 氏 

                        
重要無形文化財・選定保存技術の保持団体等が行う後継者養成事業等の
支援を行うとともに、伝承者養成の裾野の拡大を図るためにわざの保有団
体等が行う伝承者養成事業等に対し補助を行う。 

重要無形文化財「組踊音楽歌三線」保持者 

西江喜春 氏 



他省庁事業 

文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

平成２４年度予定額（一部日本再生重点化措置）：５〃８１１百万円 
  

文 

化 

庁 

 （都道府県・市町村）○○○観光振興・地域活性化プロジェクト 

 地域に伝わる伝統芸能等の継承・公開、重要文化財等の公開活用、史跡等の復元・公開など、地域の特色
ある総合的な取組（プロジェクト）を積極的に支援し、地域の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化を
推進する。 

（現状と課題） 
○地域の「たから」である文化遺産を､観光振興､地域活性化に十分に活かしていない状況｡ 
○文化遺産を積極的に活用して､国内外の観光客の増加､地域活性化､雇用機会の増大を図ることが必要｡ 

都道府県・市町村単独事業 

国内外の観光客の増、地域活性化へ 

重
点
支 

援 

地域の文化遺産を活 
用し、国内外に向けた 
観光振興に重きをお 
いた取組 

支援 

（取組の事例（大分県）） 

・文化財修復現場の公開を 

 県が中心となり、市、文化 

 財所有者、旅行団体など 

 と連携・実施 

・大分県内外から、定員  

 1600人に対し当初５倍 

 を超える要望 

・地域の活性化 

檜皮葺屋根の修復現場 
（宇佐神宮） 

 ○ 重要文化財建造物等公開活用事業 
   ・ 公開のための施設・設備の整備 

   ・ 展示用設備の整備・パンフレット等の作成   など 

  ○ 史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業 
   ・ 建物や遺構等の復元 

    ・ 埋蔵文化財の展示設備等の整備  など 

  ○ 地域の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

    ・ 伝統行事・伝統芸能等の後継者育成、体験事業 

    ・ 民俗芸能等の発表機会の確保  など 

  ○ ミュージアム活性化支援事業 

    ・ 地域の文化資源・人材を活用した取組 

    ・ 海外への発信に関する取組  など 



我が国の多彩な文化芸術の発信と国際文化交流の推進 
（前  年  度  予  算  額  ４１，１４０百万円 ）
平成24年度予定額  ４２，６９３百万円    

文化遺産保護等国際協力の推進 
                             ４０３百万円 

外国人に対する日本語教育の推進    ２４３百万円 
文化発信を支える基盤の整備・充実 
                               ３８，２７１百万円 

《主なもの》 
○文化芸術の海外発信力の強化  ８４８百万円 

   東アジア各国との文化交流・人的交流の 
    一層の発展を図る事業を実施するほか、 
    国際芸術フェスティバル開催や外国人芸 
    術家が滞在する創造活動拠点形成の支 
    援等を行う。 

○メディア芸術の振興 １，１４３百万円 
      メディア芸術の海外発信や若手クリエイ 

   ターの招へいなど「ソフト支援」と「ヒュー 

   マン支援」を充実し、我が国の芸術文化の 

   一層の振興を図るとともに、コンテンツ・ 
   観光産業の振興、国際文化交流の推進に 

   貢献する。 

《主なもの》 
○文化遺産保護国際貢献事業 １８４百万円 
   紛争や自然災害により被災した文化遺産について、関係国・機関 

  からの要請等に応じ、我が国の専門家 

  の派遣及び相手国の専門家の招へい 

  を行う等、緊急に取り組むべき文化遺 

  産国際協力を迅速に行う。 

 

○文化財の海外交流・協力の推進 

                ８７百万円 

 アフガニスタンにおける文化遺産
国際協力（東京文化財研究所） 

《主なもの》 
○「生活者としての外国人」のための日本語教育事業  １９５百万円                
      文化庁で取りまとめた標準的なカリキュラム案等を踏まえた日本語教育 

     プログラム（日本語教室の設置、人材の育成等）を実施するとともに、地  

    域日本語コーディネーター研修を強化する。 

      加えて、日本語教育の総合的な推進を図る 

    ため、各地域における関係者との連携を強化し 

    た取組を進めるとともに、実践的な調査研究を 

    実施する。 

 

○条約難民及び第三国定住難民等に対する 

 日本語教育   ３２百万円 

《主なもの》 
○文化発信拠点の整備等  ３７，７９３百万円 
   我が国の文化施設等の中核的拠点であり、日本の顔となる国立美術 

  館・博物館等の国立文化施設整備等による基盤強化を通じて、文化発  

  信力の強化と国民の鑑賞機会の 

     充実を図る。 

  ・京都国立博物館平常展示館建替 

    （６年計画の６年次） 
 

○著作権の保護   １９７百万円 

京都国立博物館平常展示館 
外国人のための日本語教室 

東アジア共生会議2011 

（完成予想図） 

優れた舞台芸術・メディア芸術等の戦略的発信 
                          ３，７７５百万円 



  東日本大震災により、地域の文化財に甚大な被害                ※東日本大震災復興交付金１，８００百万円含む 

   
  貴重な国民的財産である文化財を次世代へ確実 
  に保存・継承するため、復旧等に係る経費を支援 

   ○建造物 
   ○美術工芸品 
   ○記念物（史跡・名勝・天然記念物） 
   ○民俗文化財 
   ○伝統的建造物群 
   ○埋蔵文化財【東日本大震災復興交付金事業】      
   

平成24年度予定額   
４，２４６百万円    

  被災により美術館・歴史博物館の建物のみならず収蔵品、運営体制にも甚大な被害 
  ≫被災地域における文化芸術の中核拠点機能と保存・継承機能を再び回復し、一層発揮させる必要 
 
  機能回復を軌道に乗せるため、資料の保全（データベース構築・整理等）や展覧会事業の実施などを重点支援 
 

 

 被災文化財の復旧等                             ３，７３９百万円（※） 

 

被災ミュージアム再興事業                          ５０７百万円   

所要施策の適時の実行 

○復興基本方針 （２）地域における暮らしの再生 ⑤文化・スポーツの振興  
  （ⅰ）「地域のたから」である文化財や歴史資料の修理・修復を進めるとともに、伝統行事や方言の再興等を支援する。 
     また、被災した博物館･美術館･図書館等の再建を支援する。  

施 策 の 
目的・効果 

●被災により甚大な被害を受けた国と地域の「たから」である文化財の復旧 
●地域の多様で豊かな歴史・文化の保存・継承機能の回復 
 ≫地域文化の復旧・復興から、絆の再生、希望と活力のある地域社会の再生へ 

香取市佐原伝統的建造物群 

保存地区（千葉県香取市） 

史跡・小峰城趾（福島県白河市） 

http://www.bunka.go.jp/index.html


東日本大震災により被害を受けた国指定重要文化財等は７００件超 

 

 

貴重な国民的財産である文化財を着実に後世へ継承するため、 

早急に保存・修復等の措置を講じる必要性がある 

被災文化財の復旧等 

維
持
修
理 

維
持
修
理 

維
持
修
理 

  平成24年度予定額＜復興特別会計＞ 3,739百万円  

＜被災した文化財の例＞ 

史跡・小峰城趾 
（福島県白河市） 

香取市佐原伝統的建造物群 

保存地区（千葉県香取市） 

対象事業 

①建造物 

②美術工芸品 

③史跡・名勝・天然記念物 

④民俗文化財 

⑤伝統的建造物群 

⑥埋蔵文化財緊急発掘調査（※） 

   ※東日本大震災復興交付金による措置 

 

 

補助事業等により被災文化財の早急な保存・修復、被災地の復興を支援する 



被災ミュージアム再興事業 

●美術館・歴史博物館の役割 
 １．優れた文化芸術の保存・継承、 
       創造、交流、発信の拠点 
 ２．地域の生涯学習活動、国際交流活動、 
       ボランティア活動、観光等の拠点 
●美術館・歴史博物館の機能 
  地域住民の文化芸術活動の場、 
    コミュニケーション、感性教育、 
    地域ブランドづくりの場  

○被災した博物館資料の修理 
○修理した資料の整理・データベース化 
○応急処置を施した資料を収蔵する場所の確保 
○復興に向けた各種事業展開 
○被災した館の資料を活用した展覧会の開催  等 

東日本大震災 

○東日本大震災からの復興の基本方針（平成23年7月29日、東日本大震災復興対策本部） 
 ５ 復興施策 

 （２）地域における暮らしの再生 

  ⑤文化・スポーツの振興  

  （ⅰ）「地域のたから」である文化財や歴史資料の修理・修復を進めるとともに、伝統行事や方言の再興等を支援する。 

     また、被災した博物館･美術館･図書館等の再建を支援する。 

文化庁が重点的 

に支援 

平成２４年度予定額 

＜復興特別会計＞ 

      ５０７百万円 

   復興への 

     取組み 

   機能・役割の回復 


